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要 旨：本研究では，発達障害者の就労支援を行っている支援機関への質問紙調査を通

して，発達障害やその特性について公表した通常雇用の事例収集を試みた．その結果，多

くはなかったが該当事例が存在した．更に通常雇用事例と障害者雇用事例の間で，その障

害特性に大きな違いがないことが明らかになった．また，クローズ就労の途中で障害や自

身の特性を職場で公表した事例では，本人の問題意識や困り感，支援機関に相談できるか

といったことが公表後の状況に影響することが明らかになった．今後，障害や自身の特性

を公表した通常雇用が増えていくためには，本人，支援機関，職場，社会という４つの立

場から課題を検討する必要があることが示された． 
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● 

Ⅰ．はじめに 

 
近年、社会的認知の広まっている発達障害だ

が，その実態は障害特性の濃淡から知的障害・

精神障害の有無まで個々によって様々である．

2011 年に改正された障害者基本法により発達

障害は精神障害の一部として位置づけられ，発

達障害そのものに対応した手帳はない．よって

発達障害の特性はあるが療育手帳を所持して

いる者，精神障害者保健福祉手帳を所持してい

る者，手帳を所持していない者，と状況は人に

より異なる．そうした中，発達障害者の就労に

おける現状は Fig.1 のようであると考えられる． 
 Fig.１は上にいくほど配慮が得られず，下に

いくほど配慮が手厚くなっている．一番上はク

ローズ就労とも呼ばれる，障害について公表し

ない健常者としての働き方である．二段目は一

段目と雇用の形態は同じだが，障害や特性につ

いて職場に公表し，多少の配慮を得られる働き

通常雇用（障害特性非公表） クローズ就労と呼ばれる

通常雇用（障害特性公表）
通常雇用の中でも

障害特性を公表

一般企業での障害者雇用
障害者雇用率に加算

（特例子会社を含む）
オープン就労と呼ばれる

福祉的就労 就労継続A型・B型

配
慮

なし

あり

Fig.1 障害者雇用の形態 
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方である．三段目は一般企業などでの障害者雇

用であり，何らかの障害者手帳を取得すること

で障害者雇用率に加算される．これは一般にオ

ープン就労と呼ばれるものである．一番下は福

祉的就労と呼ばれる，一般企業などでの就労が

難しい者の就労継続支援事業所 A 型・B 型にお

ける雇用である． 
近年、発達障害の早期発見・早期支援の取り

組みも進んでいるが，知的に遅れのない発達障

害者は幼少期に障害が見過ごされやすい．その

ため一般の高校や大学を卒業した後，通常の雇

用で働く中で職場になじめない，人と同じよう

に仕事が出来ないといったことから本人や周

囲が障害を疑うケースが多いとされている 1)．

就労支援機関の利用者は，通常雇用で経験した

生きづらさや失敗，支援の中でのアセスメント

などをもとに自己理解を深め自分に合った職

場を探していくこととなる．こうした中，障害

者職業総合センター(2013)が行った手帳を所

持しない発達障害者の就労についての検討で

は，障害について公表した上で通常雇用の求職

活動を行うと，極端に採用が少なくなることが

指摘されている 5)． 
 本研究では，通常の職場においてもインクル

ーシブな雇用が進むことを願って，通常雇用の

中で障害特性に対し少しの配慮を得ながら働く

手立てを検討するため，障害や特性を公表した

通常雇用の事例について収集することを試みた． 
 
● 

Ⅱ．方法 

 
１．調査方法と調査期間 

成人期発達障害者の就労支援を行っている

と考えられる以下の機関(5 種類 781 か所)に質

問紙調査を実施し，代表者1名に回答を求めた．

調査期間は 2016 年 1 月～3 月である． 
・発達障害者支援センター(全国)：88 か所 
・障害者職業支援センター(全国)：52 か所 
・障害者就業・生活支援センター(全国)： 

327 か所(以下，就業・生活支援センター) 
・障害者就労移行支援事業所(東京都)： 

258 か所(以下，就労移行支援事業所) 
・東京都区市町村障害者就労支援事業所支援拠点

(東京都)：56 か所(以下，就労支援拠点) 
 
２．調査内容 

（１）障害や自身の特性を公表し就職した通常 
雇用事例 

 該当する 1 事例について，「本人の特性」「本

人が障害診断を受けた又は自身の特性につい

て自覚した時期」「支援機関を利用するまでの

経緯」「利用当初の本人の就職における希望」

「利用から就職までに要した期間」「通常雇用

で就職できた要因」「支援機関で行った支援」

「支援機関の定着支援や企業との関わり」の各

質問項目について，選択肢や自由記述で回答を

求めた． 
なお，通常雇用で就職できた要因の選択肢は

国立障害者リハビリテーションセンター

(2015)の作成資料「就労に向けて求められるも

の」2)に用いられている職業準備性ピラミッド

を参考に作成した． 
（２）クローズ就労の途中で障害や自身の特性 

を公表した事例 
 該当する 1 事例について，「公表に至った経

緯」「公表するにあたっての困難」「公表するに

あたり行った支援」「公表することで生じたメ

リット(本人／職場)」の各質問項目について自

由記述で回答を求めた． 
（３）障害や自身の特性について公表する通常

雇用が増えるために必要なこと，それを妨げて

いるもの(自由記述) 
 
３．分析方法 

選択式質問項目の回答については，量的に集

計を行った．また，調査内容（１）及び（２）

の自由記述式質問項目の回答については，KJ
法を用いて質的に検討した(臨床心理学系の大

学教員 1 名と臨床心理学を専攻する大学院生 2
名が KJ 法のデータ解析を行った)．（３）の回

答については KH Coder を使用し，共起ネット

ワークから記述内容の概観を試みた． 
 

４．倫理的配慮について 

 調査の依頼文において，研究の趣旨や回答は

自由意思であること，得られた情報は研究の目

的以外で使用しないこと，個人や機関が特定さ

れないよう配慮することを明記し，調査用紙の

回収をもって同意が得られたものとした． 
 

● 

Ⅲ．結果 

 

１．回答状況 

回収数は全体で 211 か所(回収率 27.0%)であ

った．回答機関の内訳は発達障害者支援センタ

ー37 か所(17.5％)，障害者職業センター15 か所
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(7.1％ )，就業・生活支援センター83 か所

(39.3％)，就労移行支援事業所 62 か所(29.4％)，
就労支援拠点 14 か所(6.6％)であった． 

 
２．障害や自身の特性について公表し就職した 

通常雇用事例について 

本調査では「通常雇用」という用語の回答者

による解釈の違いから，一般企業での通常雇用

の事例が 34 件(回答全体の 16.1％)，一般企業で

の障害者雇用の事例が 51 件(24.2％)得られた． 
この二種類の事例の間で当事者の障害特性

(選択肢 11 択)の数を比較したところ，通常雇用

事例 4.0 個，障害者雇用事例 4.3 個であり差は

見られなかった．選択された特性として「コミ

ュニケーションの困難」「他者の気持ちの理解

困難」が多く，違いはなかった．来所経緯は通

常雇用事例のうち 3 割が自主来所で，紹介を受

けてきた者は一般の高校や大学などからが多

かった．一方，障害者雇用事例は自主来所が

15%と少なく，紹介機関も他の支援機関や病院

が多かった．就職までに要した期間を比較した

ところ，通常雇用の事例は 6 か月以内が 4 割，

1 年以上 2 年未満が 3 割と短期と長期に二極化

していた．障害者雇用の事例では 6 か月以内が

3 割，6 か月以上 1 年未満が 3 割であり,長期化

する者は少なかった．就職できた要因としては

どちらも「働く意欲が高い」「職場の理解」「適

切なジョブマッチング」等が挙げられた． 
 

３．クローズ就労の途中で障害や自身の特性を 

公表した事例について 

調査の結果，クローズ就労の途中で障害や自

身の特性について公表した事例は 40 件あった

(回答全体の 19.0％)．更にこれらの事例は①通

常雇用の形態のまま雇用継続した(9 事例)，②

障害者雇用に切り替え雇用継続した(26 事例)，
③公表したがうまくいかず退職した(5 事例)，
という 3 パターンに分かれた． 
 はじめに発達障害の可能性を疑ったのが誰

であったか，という点では通常雇用では「本人」

が 61.5％と多かったが，障害者雇用では「職場」

が 77.8％と多かった．この違いから公表に際し

て本人に必要だったことは，通常雇用では「公

表の準備(情報整理，伝え方の検討など)」が

46.2％，「障害特性の理解」が 42.3％であった

が，障害者雇用では「障害受容」が 55.6％，「障

害特性の理解」が 44.4％であった．退職したケ

ースはどれも支援機関には事後報告(自ら障害

や特性について公表し，退職することが決まっ

てから報告)であったため，本人に必要だったこ

とは「公表の準備」が 80.0％となった．支援機

関が公表に際して行った支援は通常雇用，障害

者雇用のどちらも「職場の理解促進」が 7 割前

後と最も多く，次いで通常雇用では「公表の準

備」，障害者雇用では「障害受容の促し」とな

った． 
 公表したことによる本人のメリットでは通

常雇用，障害者雇用のどちらも「特性に合った

業務内容になった」「不安やストレスが軽減し

た」であったが，職場のメリットは通常雇用で

は「対応方法が分かった」「できないことへの

苛立ちが軽減した」が多く上がったのに対し，

障害者雇用では「雇用率の加算」が 66.7％と大

半を占めていた． 
 

４．障害や自身の特性について公表する通常 

雇用が増えるために 

自由記述で得られた回答を障害や自身の特

性について公表する通常雇用について「増える

ために必要なこと」「妨げているもの」の 2 種

類に分け，KH Coder を用いた共起ネットワー

クにより作図を行った．どちらの回答も「本人

の課題」「支援機関の課題」「職場(会社)の課題」

「社会の課題」の 4 つの軸によって整理するこ

とができると恣意的に判断した(Fig.2，Fig.3)． 
 

● 

Ⅴ．考察 

 
本調査では通常雇用と障害者雇用の各々の

事例において，当事者の障害特性の数や選択さ

れた項目に大きな差は見られなかった．就職で

きた要因として通常雇用，障害者雇用に関わら

ず本人の就労意欲の高さや職場の理解，ジョブ

マッチングといったことが挙げられていたこ

とから，雇用形態が通常と障害者雇用の違いは

本人にみられる特性より職場(会社)に受け入れ

る余裕があるか，体制が整えられるかという違

いであることが推測された． 
また，就職までにかかる期間では通常雇用，

障害者雇用ともに平均 13.0 か月であった．健

常者の転職期間は 3 か月以内がマイナビ 6)では

5 割，転職活動の歩きかた 4)では 7 割とされて

おり，健常者と比べるとどちらの事例も長期化

していることが窺える．就職できた要因として

「ジョブマッチング」が多く挙げられていたが，

本人の作業スキルや通勤の条件など様々なこ

とを加味すると健常者よりマッチする職場を
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見つけることは難しくなるだろう． 
 また，クローズ就労の途中で障害を公表する

場合，Fig.4 のような流れになっていることが

考えられた． 
 障害者雇用に切り替わる場合，障害特性につ

いて職場の周囲の人たちが先に気づくことが

多い．よって本人に困り感や問題意識が明確に

なることは少なく，本人が障害特性について受

け入れることが大きな課題となる．周囲の困り

が大きいため通常雇用のままでは雇用継続が

困難という判断になり，障害者雇用へ切り替わ

る．一方，通常雇用のまま継続する事例は本人

が障害を疑うことが多い．この時点で支援機関

に相談することができたケースは公表に向けて

情報の整理や伝え方の検討など準備することが

でき，その後も雇用が継続される．しかし支援

機関に相談できず本人だけで公表を進めてしま

うと，うまくいかず退職することが少なくなか

った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 職場に生じたメリットにも違いがあり，障害

者雇用に切り替えた場合は雇用率の加算とい

う“会社”のメリットのみになってしまいがち

である．一方，通常雇用で継続した場合は，障

害を疑い公表に向けたアクションを起こしたの

は本人であったが，職場の側も「人並みにでき

ない」「教え方がよくないのか？」と困っていた．

そのような状況で障害や自身の特性を公表する

ことにより「できない原因がわかった」「対応の

仕方が分かった」と周囲の苛立ちや疑問を解消

する“職場”のメリットにつながっていた． 
障害や特性について公表する通常雇用が増

えるために，Fig.2 の共起ネットワークから当

事者に必要なこととして，「自己理解」「特性理

解」「援助要請や自己表現」「コミュニケーショ

ンスキルを身につけること」が読み取れた．支

援機関には本人が身につけるべきスキルをト 
レーニングすることや本人の特性，強みを適切

に評価し職場(会社)に伝えるスキル，また職場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 障害や特性を公表する通常雇用の増加に必要なこと（共起ネットワーク） 
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障害者雇用に切り替え 通常雇用のまま雇用継続 上手くいかず退職

障害の気づき 職場 本人 本人

公表に向けて
必要なこと 本人の障害受容 公表に向けた準備 （公表に向けた準備）

公表に向けた
支援

職場の障害理解促進
本人の障害受容促進

職場の障害理解促進
公表に向けた準備

×

会社に生じた
メリット

雇用率に加算
（会社にメリット）

対応が分かり苛立ち減少
（職場にメリット） ×

相談
できた

相談
できず

Fig.4 途中で障害・特性を公表した事例の主な流れ 

Fig.3 障害や特性を公表する通常雇用の増加の妨げ（共起ネットワーク） 
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(会社)への支援情報の提供や社会に向けた啓発

活動など様々なことが求められた．職場(会社)
は「障害理解」と最も太く結びついており，そ

の重要性が認められた．多様性を受け入れられ

るような職場の余裕も必要であることが挙げ

られている．社会全体において，インクルーシ

ブ教育などの教育の在り方や雇用率・罰則の強

化など制度の拡充と共に，雇用率以外の“障害

者を雇用する本質的なメリット”を考えていく

ことも必要であることが示された．これらは職

場(会社)や支援機関も一体となって考えるべき

点であろう． 
 また，Fig.3 の共起ネットワークから，本人

の課題として能力が高く学校では通常通りに

やってきたという状況(認識)で自己理解が不十

分であったり，障害特性は理解していても公表

することに抵抗感が強いことが窺えた．公表す

ることへの抵抗の要因となっている一つに，障

害者雇用になると賃金や雇用形態の面で通常

雇用に劣る側面があることも示された．また，

社会全体としては「発達障害」という言葉や概

念は広まりつつあるものの適切な理解には及

ばず，よくわからない怖さや誤解・偏見がまだ

残っている．更に障害者雇用のジレンマについ

て近藤(2016)3)は「長時間の労働が難しい障害

者が通常の職場に参入することを困難にして

いる」と述べており，職業能力が高い者におい

ても“障害や自身の特性を公表した通常雇用”

という選択肢を検討しづらいものにしている

のではないかと考える． 
 
● 

Ⅵ．まとめ 

 
 支援機関への調査を通した事例収集から，障

害や自身の特性について公表した通常雇用は，

今回対象とした支援機関のうち該当事例のあ

る機関が 1 割程であったが，少ないながら存在

することが明らかになった．そのような通常雇

用の可能性は当事者の特性や課題によって影

響されるのではなく，職場(会社)側の障害理解

や受け入れ体制によって決まってくることが

示唆された．また，クローズ就労の途中で障害

や自身の特性について公表する場合は，本人が

仕事上の困りや問題意識を感じており障害特

性の受け入れが可能であることや，相談できる

支援機関につながっていること，自分一人で公

表に向けて動いてしまわないよう支援機関と

共に進める意識を持てることが，職場もメリッ

トを感じられる雇用の在り方につながってい

くと考えられた．更に，このようなインクルー

シブな雇用が拡充していくためには，本人，支

援機関，職場(会社)，社会のそれぞれに必要なこ

とや課題が残されていることが明らかになった． 
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